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通建連合「労働安全衛生強化期間」として 2025 年 2 月 1 日～28 日の期間において、

各職場での安全グッズ（除菌ウェットティッシュ）配布による注意喚起や労使合同による

現場第一線の作業員の方々との対話を重視したパトロールを実施させて頂きました。また、

交通誘導員の方を対象としたアンケート(口頭・Web)についてもご協力を頂き、皆様の取

り組みへのご協力に感謝申し上げます。 

期間中に実施させて頂いた取り組みの模様は以下の通りとなっております。 

＜強化期間活動実施模様＞ 

TTK グループ企業支部  大和グループ企業支部 

   

＜対話内容（抜粋）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通誘導員アンケートや現場での対話において皆様から頂いたご意見をもとに、各事業

所での安全衛生委員会等の場で改善に向けた労使議論を行い、より良い職場環境の実現に

向けて取り組みを行っていきますので、引き続きご協力をお願い致します。 
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３月号 

⻘ 森 支 店  福 島 支 店  

山 形 支 店  モバイル事業本部 

⻘森ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ 山形ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ 

宮城ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ 岩手ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ 
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内閣府は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた

取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的に運動に取り組む

こととしています。 

 

◆運動期間 
 

令和７年 4 月 6 日（日）～15 日（火）までの１０日間 

 

交通事故死ゼロを目指す日 令和７年 4 月 10 日（木） 

 

◆運動の重点項目（全国） 

 

 ①こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保 

 ②歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶 

 ③自転車・特定小型原動機付自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守 

  

上記の全国重点項目のほか、地域の運動重点については都道府県が地域の交通事故実

態等に即して必要に応じ地域重点項目を定めることとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府「令和７年 春の全国交通安全運動 リーフレット」より抜粋 

 

4 月になり、新たに新入生が通学路を歩くようになります。道に慣れていないため、制限速度や

通行禁止などの交通ルールを必ず守り運転してください。また、東北地方では、山間部に残雪があ

ったり、雪解け水で路面が滑りやすくなる場合があります。急な飛び出しやスリップ事故に備え、

速度を控えめに、車間距離を十分に取って、余裕を持った運転を心がけてください。 


